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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の非酸化性雰囲気、または酸素と窒素の混合ガスの雰囲気下で、第１の半導体ウエ
ハに１１００℃以上の第１の熱処理を行い、第２の半導体ウエハを形成する第１の工程と
、
　前記第２の半導体ウエハの表面への絶縁層の形成、および加速されたイオンの照射によ
る前記第２の半導体ウエハ中への脆化領域の形成を行う第２の工程と、
　前記絶縁層を介して、前記第２の半導体ウエハとベース基板とを貼り合わせる第３の工
程と、
　前記脆化領域で前記第２の半導体ウエハを分割するための前記第２の半導体ウエハへの
第２の熱処理を行う工程であり、前記絶縁層を介して前記ベース基板に固定された半導体
層と、前記半導体層が分離された第３の半導体ウエハとを形成する第４の工程と、
　前記第３の半導体ウエハの表面を平坦化し、第４の半導体ウエハを形成する第５の工程
と、
　前記第４の半導体ウエハを前記第２の半導体ウエハに用いて、前記第２乃至前記第５の
工程を１回以上行う第６の工程と、
　前記第６の工程後の前記第４の半導体ウエハに、第２の非酸化性雰囲気下で１１００℃
以上の第３の熱処理を行い、第５の半導体ウエハを形成する第７の工程と、
　前記第５の半導体ウエハを前記第２の半導体ウエハに再利用して、前記第２乃至前記第
５の工程を１回行う第８の工程と、有し、
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　前記第１乃至第５の工程を順次１回行った後、前記第６乃至第８の工程を繰り返すこと
を特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　第１の非酸化性雰囲気、または酸素と窒素の混合ガスの雰囲気下で、第１の半導体ウエ
ハに１１００℃以上の第１の熱処理を行い、第２の半導体ウエハを形成する第１の工程と
、
　前記第２の半導体ウエハの表面への絶縁層の形成、および加速されたイオンの照射によ
る前記第２の半導体ウエハ中への脆化領域の形成を行う第２の工程と、
　前記絶縁層を介して、前記第２の半導体ウエハとベース基板とを貼り合わせる第３の工
程と、
　前記脆化領域で前記第２の半導体ウエハを分割するための前記第２の半導体ウエハへの
第２の熱処理を行う工程であり、前記ベース基板、前記絶縁層および前記第２の半導体ウ
エハから分割された半導体層を含むＳＯＩ基板と、前記半導体層が分離された第３の半導
体ウエハとを形成する第４の工程と、
　前記第３の半導体ウエハの表面を平坦化して、第４の半導体ウエハを形成する第５の工
程と、
　前記第４の半導体ウエハの結晶欠陥を測定し、前記測定結果に基づいて前記第４の半導
体ウエハの良否を判定する第６の工程と、
　前記第６の工程で良と判定された前記第４の半導体ウエハを前記第２の半導体ウエハと
して前記第２の工程で再利用する第７の工程と、
　前記第６の工程で不良と判定された前記第４の半導体ウエハに、第２の非酸化性雰囲気
中で１１００℃以上の第４の熱処理を行い、第５の半導体ウエハを形成する第８の工程と
、
　前記第５の半導体ウエハを前記第２の半導体ウエハとして前記第２の工程で再利用する
第９の工程と、を有するＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第６の工程において、前記結晶欠陥の測定として、前記第４の半導体ウエハのライ
フタイムの測定を行うＳＯＩ基板の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書では、絶縁層を介して半導体層が設けられているＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏ
ｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）構造の基板の作製方法に関する技術を説明する。また、このＳ
ＯＩ基板を作製する際に使用された、使用済み半導体ウエハの再生方法に関する技術につ
いても説明する。
【背景技術】
【０００２】
　絶縁層を介して半導体層が設けられているＳＯＩ構造の半導体基板（以下、ＳＯＩ基板
という）は、低消費電力かつ高速動作可能なＬＳＩの作製に適した基板として注目されて
いる。
【０００３】
　ＳＯＩ基板の作製方法の１つに、水素イオン注入剥離法が知られている（例えば、特許
文献１参照）。特許文献１に記載されているように、水素イオン注入剥離法では、ＳＯＩ
基板は２枚のバルク状シリコンウエハから作製される。２枚のバルク状シリコンウエハの
うち、一方がボンド基板（ドナー基板ということもある）となり、他方がベース基板とな
る。ボンド基板は半導体層を供給する基板であり、ベース基板はＳＯＩ基板本体を構成す
る。以下、水素イオン注入剥離法によるＳＯＩ基板の作製方法の概要を説明する。
【０００４】
　ボンド基板に、熱酸化法により酸化膜を形成した後、水素イオンを照射してその内部に
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微小気泡層を形成する。しかる後、この酸化膜を介して、ボンド基板をベース基板に密着
させて、２枚の基板を接合する。その後、熱処理を加えて、微小気泡層でボンド基板を分
割することで、ベース基板に熱酸化膜（絶縁層）を介して、シリコン層が形成される。シ
リコン層はボンド基板から分割された半導体層である。さらに、ベース基板側には、シリ
コン層とベース基板との結合を強固にするための熱処理などが施され、ＳＯＩ基板が完成
する。また、水素イオン注入剥離法では、シリコン層を分離した後のボンド基板を再利用
することが可能であり、使用済みのボンド基板は再生処理され再利用される。
【０００５】
　しかしながら、ボンド基板には、その製法上、酸素が固溶しているため、ＳＯＩ基板作
製過程での熱処理（代表的には、熱酸化膜形成工程、およびボンド基板の分割工程におけ
る熱処理）によって、酸素析出物、転位および積層欠陥などの酸素に起因する結晶欠陥が
、半導体層を構成するボンド基板の表面近傍に形成される。したがって、ボンド基板を再
利用するには、この表面近傍の結晶欠陥を低減する必要がある。
【０００６】
　例えば、非特許文献１には、１００％水素ガス雰囲気下で１２００℃のアニールにより
、ＣＺシリコンウエハの表面近傍の結晶欠陥を低減できると記載されている。
【０００７】
　また、特許文献２－４は、ボンド基板の再利用に関して記載されている。
【０００８】
　特許文献２には、ボンド基板の利用の回数を多くするために、ＣＺ法により育成され、
酸素濃度が５×１０１７－１４×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３である空孔型点欠陥の凝集
体、および格子間シリコン型点欠陥の凝集体が存在しないインゴットをスライスして形成
されたシリコンウエハをボンド基板に用いることが記載されている。
【０００９】
　特許文献３には、シリコン層が分離された後のボンド基板に、１１５０－１３００℃で
急速熱処理をすることで、ボンド基板の酸素析出物を低減できることが記載されている。
【００１０】
　特許文献４には、ボンド基板として、全面がＮ領域からなる低欠陥ＣＺウエハを用いる
こと、ボンド基板の再生処理として、ボンド基板に施された熱酸化膜形成工程よりも高い
温度でＲＴＡ処理を行うことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平５－２１１１２８号公報
【特許文献２】特開２００６－２９４７３７号公報
【特許文献３】特開２００７－２５１１２９号公報
【特許文献４】特開２００８－２１８９２号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】鹿島一日児、平野均「高温水素アニール処理による次世代ＬＳＩ用ウエ
ハ」、応用物理、１９９４年、第６３巻、第１１号、ｐ．１１１４－１１１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ＳＯＩ基板の品質を維持して、ボンド基板を再利用するためには、ボンド基板の再生処
理として、ＳＯＩ基板の作製過程で析出した酸素に起因する結晶欠陥を消滅することが必
要になる。特許文献３、４では、このような結晶欠陥を消滅させるために、１１５０℃以
上の高温の熱処理を行っている。よって、ボンド基板には高温の熱処理が繰り返されるた
め、使用回数が増えるほどボンド基板は破損しやすくなる。また、高温の熱処理は、基板
を炉に入れてから基板の温度を一定温度まで上昇させる時間、基板を炉から取り出すまで
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の冷却時間を含めると、２４時間以上要する場合がある。
【００１４】
　そこで、本明細書では、再生処理におけるボンド基板の熱処理回数を減らすための技術
を開示する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本明細書に開示される発明の一形態は、非酸化性雰囲気下で、第１の半導体ウエハに１
１００℃以上の第１の熱処理を行い、第２の半導体ウエハを形成する第１の工程と、第２
の半導体ウエハの表面への絶縁層の形成、および加速されたイオンの照射による第２の半
導体ウエハ中への脆化領域の形成を行う第２の工程と、絶縁層を介して、第２の半導体ウ
エハとベース基板とを貼り合わせる第３の工程と、脆化領域で第２の半導体ウエハを分割
するための第２の半導体ウエハへの第２の熱処理を行う工程であり、絶縁層を介してベー
ス基板に固定された半導体層と、半導体層が分離された第３の半導体ウエハとを形成する
第４の工程とを有するＳＯＩ基板の作製方法である。
【００１６】
　上記形態において、非酸化性雰囲気は、希ガス雰囲気、水素ガス雰囲気、または希ガス
と水素ガスとの混合雰囲気である。希ガスとしては、代表的にはアルゴンおよびヘリウム
である。また、非酸化性雰囲気の代わりに、酸素と窒素の混合ガス雰囲気としてもよい。
【００１７】
半導体ウエハの酸素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下が好ましい。
【００１８】
　なお、本明細書に記載される発明は、実施の形態、実施例および図面の記載内容に限定
されるものではなく、本明細書等の書類で開示される発明の趣旨から逸脱することなく、
その形態および詳細を様々に変更し得ることは当業者にとって自明である。
【発明の効果】
【００１９】
　ＳＯＩ基板を作製する前に、アルゴンガス雰囲気などの非酸化性雰囲気下で、または酸
素と窒素の混合ガス雰囲気下で、１１００℃以上の熱処理を半導体ウエハに対して行うこ
とで、半導体ウエハの再生処理に１１００℃以上の高温の熱処理を再生処理の度に行う必
要がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一態様に係るＳＯＩ基板の作製方法の構成例を示すフローチャート。
【図２】Ａ－Ｈ：本発明の一態様に係るＳＯＩ基板の作製方法の一例を示す断面図。
【図３】Ａ－Ｅ：本発明の一態様に係るＳＯＩ基板の作製方法の一例を示す断面図。
【図４】赤外レーザ散乱トモグラフィ装置によるＣＺ単結晶シリコンウエハ断面の観察像
。
【図５】Ａ：光学顕微鏡の観察領域を示すＳＯＩ基板の上面図。Ｂ：ＳＯＩ基板の作製回
数に対する、ＳＯＩ基板の単結晶シリコン層の光学顕微鏡の暗視野像における輝点の数を
示すグラフ。Ｃ：比較例の同グラフ。
【図６】赤外レーザ散乱トモグラフィ装置によるＭＣＺ単結晶シリコンウエハ断面の観察
像。
【図７】ＳＯＩ基板の作製回数に対する、実施例３のＳＯＩ基板の単結晶シリコン層の光
学顕微鏡の暗視野像における輝点の数を示すグラフ。Ａ：熱処理時間２時間、Ｂ：８時間
、Ｃ：１６時間。
【図８】本発明の一態様に係るＳＯＩ基板の作製方法の構成例を示すフローチャート。
【図９】ＳＯＩ基板の作製回数に対する、実施例４のＳＯＩ基板の単結晶シリコン層の光
学顕微鏡の暗視野像における輝点の数を示すグラフ。
【図１０】ＳＯＩ基板の作製回数に対する、実施例５のＳＯＩ基板の単結晶シリコン層の
光学顕微鏡の暗視野像における輝点の数を示すグラフ。
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【図１１】ＳＯＩ基板の作製回数に対する、実施例６のＣＺ単結晶シリコンウエハのライ
フタイムを示すグラフ。
【図１２】ＳＯＩ基板の作製回数に対する、実施例７のＭＣＺ単結晶シリコンウエハのラ
イフタイムを示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を用いて、本明細書で開示される発明の実施の形態および実施例について説
明する。なお、本明細書で参照される図面において、異なる図面間で同じ符号が付されて
いる構成要素は、同一の構成要素を表している。そのため、このような構成要素に関する
説明は、重複するため、省略することがある。
【００２２】
　ここでは、ＳＯＩ基板の作製方法について説明する。本実施の形態のＳＯＩ基板の作製
方法では、ボンド基板となる半導体ウエハに対して、まず、非酸化性雰囲気下で半導体ウ
エハに１１００℃以上の熱処理を行う。しかる後、半導体ウエハに絶縁層および脆化領域
を形成する。そして、絶縁層を介して半導体ウエハとベース基板とを貼り合わせ、脆化領
域で半導体ウエハを分割し、半導体層、絶縁層およびベース基板を有するＳＯＩ基板を作
製する。
【００２３】
　さらに、ここでは、分割後の半導体ウエハを再利用するための再生処理についても説明
する。本実施の形態では、再生処理は少なくとも、半導体層が分離された表面を平坦化す
るための工程を含む。また、半導体ウエハをＮ回（Ｎは２以上の整数）ＳＯＩ基板の作製
に使用する度に、再生処理として、平坦化処理に加えて、１１００℃以上の熱処理を半導
体ウエハに施す。つまり、高温の熱処理は半導体ウエハを再利用する度に行うのではなく
、再生処理のＮ回に１回行われる。
【００２４】
＜ＳＯＩ基板作製方法のフローチャート＞
　図１は、本実施の形態のＳＯＩ基板の作製方法の一例を示すフローチャートであり、ボ
ンド基板として半導体ウエハを繰り返し使用する場合の再生処理工程を含んだフローチャ
ートである。
【００２５】
　まず、ステップＳ１に示すように、ボンド基板となるバルク状の半導体ウエハを用意す
る。半導体ウエハとしては、例えば、シリコンウエハ、ゲルマニウムウエハ、シリコンゲ
ルマニウムウエハなど、第１４族元素でなる半導体ウエハを挙げることができる。ＳＯＩ
基板から高性能な集積回路を形成するためには、半導体ウエハは単結晶半導体ウエハが好
ましい。また、半導体ウエハはＦＺ法（フローティングゾーン法）で作製されたインゴッ
トをスライスしたＦＺ半導体ウエハ、ＣＺ法（チョクラルスキー法）で作製されたインゴ
ットをスライスしたＣＺ半導体ウエハを用いることができる。また、ＣＺ半導体ウエハに
は、ＭＣＺ法（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｆｉｅｌｄ　ａｐｐｌｉｅｄ　ＣＺ法）で作製された
インゴットをスライスしたＭＣＺ半導体ウエハがある。ＭＣＺ法とはＣＺ法の一種であり
、半導体の融液に磁場を印加することで、融液の対流を抑制して半導体の結晶成長を制御
する技術である。
【００２６】
　半導体ウエハに対してＳＯＩ基板作製プロセス（ステップＳ４－Ｓ７）を行う前に、半
導体ウエハに対して、非酸化性雰囲気下での熱処理を行う（ステップＳ２）。この熱処理
は、半導体ウエハ中の酸素を外方拡散させて、表面近傍を無欠陥層（ＤＺ、Ｄｅｎｕｄｅ
ｄ　Ｚｏｎｅ）とするためである。また、この熱処理によって、半導体ウエハ内部には、
半導体ウエハ内部で過飽和の酸素が酸化物となって析出し、微小な結晶欠陥を生成する。
このような酸素析出物による微小な欠陥はＢＭＤ（Ｂｕｌｋ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｆｅｃｔ
）と呼ばれている。半導体ウエハ内部に形成されたＢＭＤはＳＯＩ基板の作製過程で金属
元素のゲッタリングシンクとして機能させることができる。
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【００２７】
　なお、本明細書では、ＤＺとは完全な無欠陥層のことではなく、ＢＭＤが存在しない領
域の意味で使用される。
【００２８】
　ステップＳ２での熱処理温度は、酸素の外方拡散が生じる温度であり、１１００℃以上
が好ましく、１２００℃以上がより好ましい。加熱温度の上限は半導体ウエハが変形しな
い温度であり、シリコンの融点１４００℃を考慮して、熱処理温度は１１００℃以上１３
００℃以下が好ましく、１２００℃以上１３００℃以下がより好ましい。
【００２９】
　この熱処理は、バッチ式の加熱炉（拡散炉なども含む）で行うことができる。バッチ式
の加熱炉は、一度に多数の基板を処理することができ、また温度の制御性が良い。加熱炉
での処理時間（被処理物の温度を処理温度で維持する時間）は、少なくとも１時間とする
。加熱時間が短いと酸素の外方拡散が十分に行われず、半導体ウエハ表面近傍の酸素濃度
が高くなるからである。熱処理の効果と生産性を考慮すると、処理時間は１時間以上２４
時間以下が適当であり、６時間以上２０時間以下がより好ましい。
【００３０】
　また、非酸化性雰囲気とは、加熱処理によって半導体ウエハに酸化膜を成長させない雰
囲気であり、水素および／または希ガスでなる雰囲気とすればよい。具体的には、水素１
００％雰囲気、希ガス１００％雰囲気、水素ガスと希ガスの混合ガス雰囲気である。希ガ
スとしては、代表的には、ＨｅおよびＡｒである。また、コスト面、安全性、雰囲気の制
御性の点から、非酸化性雰囲気としてはＡｒガス１００％雰囲気が好ましい。
【００３１】
　また、ステップＳ２においては、非酸化性雰囲気の代わりに、Ｎ２およびＯ２の混合ガ
ス雰囲気とすることができる。この場合、Ｎ２に対しＯ２が１－１０体積％混合された雰
囲気とすることが好ましい。窒素ガス１００％でなる非酸化性雰囲気としないのは、窒素
ガス１００％雰囲気中でシリコンなどの半導体ウエハを１１００℃以上で熱処理すると、
半導体ウエハの表面が荒れてしまうからである。そこで、酸素ガスを窒素ガスに混合する
ことで、半導体ウエハに酸化物を形成しその表面を保護する。
【００３２】
　ステップＳ２において、新品の半導体ウエハにこの熱処理を行うことで、再利用するた
びに高温の熱処理を半導体ウエハに施すことが不要になる。よって、高温の熱処理の回数
が少なくなるため、半導体ウエハの機械的強度が低下することを抑えることができる。し
たがって、ステップＳ２により、ＳＯＩ基板作製のコスト削減、生産性の向上につながる
。
【００３３】
　また、ステップＳ２の熱処理を行うことで、ＳＯＩ基板の半導体層を初期の半導体ウエ
ハよりも酸素が低減されたＤＺから形成することが可能になる。したがって、ＳＯＩ基板
からトランジスタなどの半導体装置を作製する過程で、半導体層にＢＭＤが発生すること
が抑制されるため、信頼性の高い半導体装置を作製することが可能である。
【００３４】
　なお、ステップＳ２において半導体ウエハの表面領域にＤＺをより確実に形成するには
、ステップＳ１において、酸素濃度が２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下の半導体ウエ
ハを準備するとよい。このような半導体ウエハとして、例えば、市販のＣＺ単結晶ウエハ
が挙げられる。
【００３５】
　半導体ウエハの酸素濃度を少なくすることで、半導体ウエハ表面近傍で酸素に起因する
結晶欠陥の発生が抑制されるため、ステップＳ２でＤＺをより確実に形成でき、またＤＺ
を厚くすることが容易になる。ＤＺを確実に形成することは、ＳＯＩ基板の歩留まりの向
上につながる。また、ＤＺを厚くすることは、半導体ウエハの再利用回数に対して、再生
処理のための高温の熱処理の回数を少なくすること、および処理時間を短縮することにつ
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ながる。
【００３６】
　また、半導体ウエハに対する熱処理の繰り返しによって、半導体ウエハ中のＢＭＤが成
長して、転位、積層欠陥などの結晶欠陥になることもある。よって、半導体ウエハの酸素
濃度を低くすることは、ＢＭＤに起因する結晶欠陥の発生を抑制するができ、半導体ウエ
ハの利用回数の増加、およびＳＯＩ基板の半導体層の品質向上などにつながる。
【００３７】
　よって、ステップＳ１では、酸素濃度が２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３を越えない半
導体ウエハを準備するとよい。半導体ウエハの酸素濃度は１．８×１０１８ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以下が好ましく、１．４×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下がより好ましい。酸素
濃度が１．４×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下の半導体ウエハとしては、例えば、ＭＣ
Ｚ単結晶シリコンウエハなどがある。
【００３８】
　半導体ウエハの酸素濃度は、ＳＩＭＳ（二次イオン質量分析法）や赤外分光法（Ｉｎｆ
ｒａｒｅｄ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）により測定することが
できる。本明細書においては、半導体ウエハの酸素濃度は赤外分光法で測定することにす
る。赤外分光法は、非破壊で半導体ウエハ全体の酸素濃度を算出することができる方法で
あり、単結晶シリコンウエハの場合、測定された赤外吸収スペクトルから、酸素濃度Ｏｃ

ｏｎｃを算出するには、下記の式（１）および式（２）を用いる。
【００３９】
　Ｉ＝Ｉ０ｅｘｐ（－α１ｔ）　　　　・・・（１）
　Ｏｃｏｎｃ＝α１×Ｋ　　　　　　　　・・・（２）
【００４０】
　式（１）において、Ｉ０は赤外吸収スペクトルのバックグラウンドの透過率であり、Ｉ
は１１０６ｃｍ－１（９．１μｍ）付近に現れるピークの透過率であり、α１は同ピーク
の吸収係数であり、ｔは単結晶シリコンウエハの厚さである。式（２）において、Ｋは定
数である。ここでは定数ＫとしてＡＳＴＭ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ
　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）規格の値４．８１×１０１７［ｃｍ－２］（Ａ
ＳＴＭ－１２１）を用いる。
【００４１】
　式（１）から吸収係数α１を求め、そして、式（２）に示すように吸収係数α１に定数
Ｋを乗じることで、酸素濃度Ｏｃｏｎｃを求めることができる。なお、赤外吸収スペクト
ルのバックグラウンドの影響を除去するためのレファレンスとして用いた試料が空気であ
る場合、式（２）のα１にα２＝α１－０．４［ｃｍ－１］を代入して、酸素濃度Ｏｃｏ

ｎｃを求める。
【００４２】
　次に、１回目のＳＯＩ基板の作製工程を行う。ステップＳ４－Ｓ７はＳＯＩ基板作製の
工程である。図１のフローチャートにおいて、ｋは、ステップＳ１、Ｓ２で用意された半
導体ウエハを用いてＳＯＩ基板の作製工程を実施した回数を示す。よって、ステップＳ２
を行った後のステップＳ４においては、ｋ＝０となる（ステップＳ３）。図１においては
、ＳＯＩ基板の作製工程をＮ回（Ｎは、２以上の整数）ごとに１回、再生処理として半導
体ウエハを熱処理して、半導体ウエハ表面近傍の結晶欠陥を低減する。
【００４３】
　ステップＳ４は半導体ウエハに対する処理であり、半導体ウエハに絶縁層および脆化領
域を形成する工程である。
【００４４】
　半導体ウエハの少なくともベース基板との貼り合わせ面に絶縁層を形成する。この絶縁
層は単層でも複数層でもよい。この絶縁層を構成する層として、例えば、酸化シリコン層
、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層などを形成することができ
る。また、これらの絶縁層は、化学気相法（ＣＶＤ法）、スパッタ法、原子層エピタキシ
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法（ＡＬＥ法）で形成することができる。また、半導体ウエハの酸化処理および／または
窒化処理により絶縁層を構成する層を形成することができる。
【００４５】
　脆化領域は、運動エネルギーを有するイオンを半導体ウエハに照射することで形成する
ことができる。脆化領域の形成には、イオン注入装置、イオンドーピング装置を用いるこ
とができる。
【００４６】
　ステップＳ４において、絶縁層の形成と脆化領域の形成の順序は限定されない。なお、
脆化領域の形成時の金属による汚染を防ぐため、絶縁層を少なくとも１層形成した後に、
イオンを照射することが好ましい。例えば、ＨＣｌおよび酸素含有雰囲気で半導体ウエハ
を熱酸化して、酸化シリコン層を半導体ウエハに形成した後、酸化シリコン層を介して水
素イオンを半導体ウエハに照射して、脆化領域を作製すればよい。また、脆化領域を形成
した後、酸化シリコン層上に、ＣＶＤ法などにより酸化窒化シリコン層などの２層目の絶
縁層を形成してもよい。
【００４７】
　ベース基板の準備を行う（ステップＳ５）。ベース基板には、絶縁体でなる基板、バル
ク状の半導体ウエハを用いることができる。絶縁体でなる基板としては、ガラス基板、石
英基板、セラミック基板、およびサファイア基板等が挙げられる。なお、ガラス基板の材
料としては、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ
酸ガラスなどが挙げられる。また、ベース基板に適用される半導体ウエハとしては、例え
ば、シリコンウエハ、ゲルマニウム基板、シリコンゲルマニウム基板など、第１４族元素
でなる半導体ウエハを挙げることができる。もちろん、ベース基板にはＳＯＩ基板の作製
工程のプロセス温度に耐えうる基板を選択する。
【００４８】
　なお、本明細書において、酸化窒化物とは窒素原子よりも酸素原子の数が多い物質とし
、窒化酸化物とは酸素原子より窒素原子の数が多い物質とする。
【００４９】
　また、ステップＳ５において、必要に応じてベース基板上に単層または複数層の絶縁層
が形成される。この絶縁層を構成する層として、例えば、酸化シリコン層、窒化シリコン
層、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層などを形成することができる。また、これ
らの絶縁層は、化学気相法（ＣＶＤ法）、スパッタ法、原子層エピタキシ法（ＡＬＥ法）
で形成することができる。また、ベース基板に半導体ウエハを用いた場合は、半導体ウエ
ハを酸化する、窒化する等の方法により絶縁層を構成する層を形成することができる。
【００５０】
　なお、図１のフローチャートにおいてステップＳ４とステップＳ５の順序は限定されな
い。
【００５１】
　次に、ベース基板と半導体ウエハを貼り合わせる（ステップＳ６）。ベース基板に絶縁
層を形成しない場合は、ベース基板表面と半導体ウエハの絶縁層表面とを接触させ、加圧
することで、ベース基板と絶縁層を貼り合わせる。また、ベース基板に絶縁層を形成する
場合は、ベース基板の絶縁層表面と半導体ウエハの絶縁層表面とを貼り合わせる。なお、
ステップＳ６において、１枚のベース基板に対して、複数の半導体ウエハを貼り合わせて
もよい。
【００５２】
　次にステップＳ７を行う。ステップＳ７は、熱処理を施して、脆化領域で半導体ウエハ
を分割する工程である。この工程で、半導体層、絶縁層およびベース基板を含むＳＯＩ基
板が形成される。ステップＳ７の熱処理は、ＲＴＡ装置、加熱炉、または周波数帯域が３
００ＭＨｚ－３００ＧＨｚの電磁波の照射装置（具体的には、マイクロ波照射装置、ミリ
波照射装置）で行うことができる。
【００５３】
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　以上により、１回目のＳＯＩ基板の作製工程が完了する。つまり、ステップＳ８におい
て、ｋ＝１である。
【００５４】
　次に、ステップＳ７で分割された半導体ウエハを再利用するために、再生処理を行う。
図１においては、再生処理として、半導体ウエハの表面を平坦化する平坦化処理（ステッ
プＳ９）と、半導体ウエハの結晶欠陥を低減するための熱処理（ステップＳ１１）の２つ
の処理が記載されている。
【００５５】
　１回目のＳＯＩ基板の作製工程を行う前に、ステップＳ２の熱処理を半導体ウエハに施
しているため、この時点では、ＳＯＩ基板の不良の原因となるような結晶欠陥が半導体ウ
エハの表面近傍に存在しないため、再生処理として欠陥低減のための高温の熱処理を行う
必要がない。
【００５６】
　したがって、ステップＳ１０に示すように、ステップＳ９の平坦化処理を行った後、ス
テップＳ１１の熱処理を行わずに、２回目のＳＯＩ基板の作製工程（Ｓ４－Ｓ７）を行う
。
【００５７】
　ステップＳ９の平坦化処理には、化学機械研磨（ＣＭＰ）などの研磨処理、ウエットエ
ッチングなどのエッチング処理、およびレーザ光の照射処理などが挙げられる。ステップ
Ｓ９では１または１以上の処理を行うことができ、少なくとも研磨処理を行うことが好ま
しい。
【００５８】
　次に、ステップＳ９で平坦化された半導体ウエハを用いて、２回目のＳＯＩ基板の作製
工程（Ｓ４－Ｓ７）を行う。そして、ＳＯＩ基板の作製工程の回数がＮ回になるまで、図
１に示すように、再生処理（ステップＳ９）とＳＯＩ基板の作製工程（ステップＳ４－Ｓ
７）を繰り返す。
【００５９】
　そして、ステップＳ１０において、ステップＳ４－Ｓ７の実施回数がＮ回（ｋ＝Ｎ）に
なった場合、平坦化処理（ステップＳ９）の後に、非酸化性雰囲気下での熱処理を行う（
ステップＳ１１）。
【００６０】
　ステップＳ１１の熱処理は、半導体ウエハの酸素析出物による結晶欠陥（ＢＭＤ）を消
滅するための熱処理である。ステップＳ４－Ｓ９を繰り返すことにより、半導体ウエハ内
部にＢＭＤが発生し、また半導体ウエハは次第に薄くなる。よって、ステップＳ４－Ｓ９
を繰り返すと、半導体ウエハ表面近傍は、結晶欠陥の増加により、ＳＯＩ基板の半導体層
とすることができなくなる。
【００６１】
　そこで、ステップＳ１１では、半導体ウエハに対して、非酸化性雰囲気下で１１００℃
以上の熱処理を行う。この熱処理は、半導体ウエハ中の酸素を外方拡散させる条件で行わ
れ、ステップＳ２と同様に行うことができる。よって、ステップＳ１１の熱処理について
は、ステップＳ２の記載を準用する。なお、図１のフローチャートにおいて、ステップＳ
２とステップＳ１１の熱処理は同じ条件である必要はない。また、ステップＳ１１は複数
回行われるが、それらの熱処理は同じ条件である必要はない。
【００６２】
　そして、ステップＳ１１を行った後、ステップＳ３に戻る。そしてＳＯＩ基板の作製工
程の回数ｋがゼロにリセットされる。そして、ステップＳ４－Ｓ９をＮ回行った後、ステ
ップＳ１１の熱処理を行う。半導体ウエハを再利用できるかぎり、ステップＳ３－Ｓ１１
が繰り返される。
【００６３】
　なお、図１のフローチャートでは、半導体ウエハ再生のための熱処理（ステップＳ１１
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）は、ＳＯＩ基板の作製工程をＮ回行った後で実施されるが、Ｎの値は、ステップＳ１１
を実施する度に異なっていてもよい。例えば、ＳＯＩ基板の作製工程を６回繰り返した後
に１回目のステップＳ１１の熱処理を行い、次に、ＳＯＩ基板の作製工程を４回繰り返し
た後に２回目のステップＳ１１の熱処理を行うことができる。
【００６４】
　また、ステップＳ１１の熱処理を行うかを決定するために、ステップＳ９の平坦化処理
を行った後、半導体ウエハの結晶欠陥を測定するとよい。本実施の形態では、ＳＯＩ作製
工程前の高温熱処理の効果について説明する。このようなＳＯＩ基板の作製方法の一例を
示すフローチャートを図８に示す。
【００６５】
　ステップＳ４－Ｓ７を繰り返すことにより、ボンド基板（半導体ウエハ）内部にＢＭＤ
が発生し、またボンド基板は次第に薄くなる。そのため、ボンド基板の表面近傍の結晶欠
陥が増えて、ＳＯＩ基板の半導体層とすることができなくなるほどその結晶性が劣化して
しまう。
【００６６】
　他方、ボンド基板に用いられる半導体ウエハは、通常、半導体インゴットをスライスし
て作製される。そのため、同じ半導体インゴットから作製された半導体ウエハであっても
、半導体ウエハごとに酸素濃度分布は異なる。したがって、複数の半導体ウエハに、同じ
条件下で高温の熱処理を行っても、半導体ウエハに生成される酸素析出物、および結晶欠
陥の生成密度や、その分布は異なる。したがって、同じ条件でＳＯＩ基板の作製（ステッ
プＳ４－Ｓ７）を行っても再生処理としての熱処理を行うタイミングは半導体ウエハごと
に異なる。
【００６７】
　そこで、適切なタイミングで熱処理を実施するために、平坦化処理された半導体ウエハ
の結晶欠陥を測定する。そして、その測定結果を用いて、半導体ウエハの良否を判定し、
半導体ウエハに対して再生処理として熱処理を行うかを決定する。判定結果が不良であれ
ば熱処理を行って半導体ウエハの表面近傍の結晶欠陥を低減してから、半導体ウエハを再
利用する。
【００６８】
　図８に示すように、ステップＳ９の平坦化処理を行った後、ステップＳ２１として半導
体ウエハの結晶欠陥を測定する。次のステップＳ２２は、ステップＳ２１での測定結果に
基づいて、半導体ウエハの結晶性を判定する工程である。ステップＳ２２で、良と判定さ
れた場合、ステップＳ１１の高温の熱処理を行わずに、半導体ウエハをステップＳ４の半
導体ウエハとして再利用する。他方、不良と判定された半導体ウエハは、ステップＳ１１
の高温の熱処理を行って、半導体ウエハの表面近傍の結晶欠陥を低減してから、半導体ウ
エハをステップＳ４の半導体ウエハとして再利用する。
【００６９】
　ステップＳ２１での半導体ウエハの結晶欠陥の測定方法は、非破壊で半導体ウエハの結
晶欠陥を評価する方法であればよい。例えば、赤外光吸収分光法、赤外干渉法、ラマン分
光法、カソードルミネッセンス法、フォトルミネッセンス法、およびマイクロ波光導伝減
衰法などがある。マイクロ波光導伝減衰（μ－ＰＣＤ：Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ｐｈｏｔｏ
ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｄｅｃａｙ）法は、マイクロ波の反射率の時間変化から、測定試
料の結晶状態を反映するライフタイムを非破壊で測定する方法である。
【００７０】
　ステップＳ２２は、ステップＳ２１の測定結果に基づいて半導体ウエハの良否を判定し
、ステップＳ１１の熱処理を行うか否かを決定する。
【００７１】
　図８のＳＯＩ基板の作製方法では、再生処理としての熱処理（ステップＳ１１）を行う
か否かを半導体ウエハごとに決定できるので、図１の作製方法とよりも、ＳＯＩ基板の品
質の維持が容易になる。
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【００７２】
　次に、断面図を用いて、ＳＯＩ基板の作製工程の２つの例を説明する。以下、図１のフ
ローチャートを参照して、２つの作製例を説明するが、これらの作製例は図８のフローチ
ャートにも適用することが可能である。
【００７３】
　＜作製方法　例１＞
　図２Ａ－図２Ｈを用いて、ＳＯＩ基板の作製方法の一例を説明する。
【００７４】
　図２Ａは、図１のステップＳ１、Ｓ２に対応する工程を説明する断面図である。本作製
例においては、ボンド基板として、新品の単結晶シリコンウエハ（シリコンウエハと呼ぶ
）を用いる。そして、単結晶シリコンウエハに非酸化性雰囲気下で１１００℃以上１３０
０℃以下の熱処理を行う。ここでは、縦型拡散炉を用いて、シリコンウエハを１２００℃
で２時間加熱する。加熱処理の雰囲気は１００％アルゴン雰囲気とする。図２Ａには、熱
処理後のシリコンウエハ１００が記載されている。
【００７５】
　新品のシリコンウエハにこの熱処理を行うことで、再生処理に高温の熱処理をせずに、
シリコンウエハを複数回利用することができる。高温の熱処理をせずに再利用できる回数
は、熱処理の温度および時間や、再生処理での研磨処理の条件などに依存するが、上記の
条件での高温熱処理によって、研磨量が６μｍ以下であれば、図１のステップＳ１１の高
温熱処理を行わずに、市販のＣＺ単結晶シリコンウエハを少なくとも３回利用することが
可能である。
【００７６】
　加熱処理が終了したら、図２Ｂに示すように、シリコンウエハ１００に絶縁層を形成す
る。ここでは、シリコンウエハ１００を熱酸化して、酸化シリコン層１１０を形成する。
熱酸化処理は、ドライ酸化でもよいが、Ｏ２ガスにハロゲンガスまたはハロゲン化合物ガ
スが添加された雰囲気下での熱酸化処理が好ましい。このようなガスとしてＨＣｌ、ＨＦ
、ＮＦ３、ＨＢｒ、Ｃｌ２、ＣｌＦ３、ＢＣｌ３、Ｆ２、およびＢｒ２等から選ばれた一
種類または複数種類のガスを用いることができる。
【００７７】
　例えば、Ｏ２に対し０．５－１０体積％ＨＣｌを含む雰囲気中で、９００－１１００℃
で熱処理することで、塩素を含む酸化シリコン層１１０を形成することができる。処理時
間は０．１－６時間とすることができる。また、酸化シリコン層１１０の膜厚は、５０ｎ
ｍ－２００ｎｍにすることができる。ここでは、３体積％ＨＣｌを含むＯ２ガス雰囲気下
で、シリコンウエハ１００を９５０℃で熱処理して、酸化シリコン層１１０（熱酸化物層
）を厚さ１００ｎｍ形成する。
【００７８】
　次に、図２Ｃに示すように、イオン１２０を照射して、シリコンウエハ１００中に脆化
領域１１１を形成する。イオン１２０の照射には、イオン注入装置またはイオンドーピン
グ装置を用いることができる。イオン注入装置は、ソースガスを励起してイオン種を生成
し、生成されたイオン種を質量分離して、所定の質量を有するイオン種を被処理物に照射
する。イオンドーピング装置は、プロセスガスを励起してイオン種を生成し、生成された
イオン種を質量分離せずに被処理物に照射する。なお、質量分離装置を備えているイオン
ドーピング装置では、イオン注入装置と同様に、質量分離を伴うイオンの照射を行うこと
もできる。
【００７９】
　イオン１２０は電界で加速され、運動エネルギーを有するため、イオン１２０の照射に
より、シリコンウエハ１００の表面から所定の深さの領域に脆化領域１１１を形成するこ
とができる。脆化領域１１１が形成される深さは、イオン１２０の加速エネルギーや、イ
オン１２０の入射角によって制御することができ、脆化領域１１１は、イオン１２０の平
均侵入深さと同程度の深さの領域に形成されることになる。また、上述の脆化領域１１１
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が形成される深さにより、シリコンウエハ１００から分離される半導体層の厚さが決定さ
れる。脆化領域１１１が形成される深さは、シリコンウエハ１００の表面から３０ｎｍ以
上１μｍ以下であり、好ましくは５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下である。
【００８０】
　イオン１２０の代表的なソースガスはＨ２ガスである。Ｈ２ガスの他にヘリウムやアル
ゴンなどの希ガス、フッ素ガスや塩素ガスに代表されるハロゲンガス、フッ素化合物ガス
（例えば、ＢＦ３）などのハロゲン化合物ガスを用いることができる。ソースガスには１
種類のガスだけでなく、複数種類のガスを用いることができる。
【００８１】
　脆化領域１１１を形成するため、イオン１２０の照射を複数回行うこともできる。この
場合、ソースガスを異ならせてイオン照射を行っても良いし、同じソースガスを用いても
よい。例えば、ソースガスとして希ガスを用いてイオン照射を行った後、水素を含むガス
をソースガスとして用いてイオン照射を行うことができる。あるいは、初めにハロゲンガ
スまたはハロゲン化合物ガスを用いてイオン照射を行い、次に、水素を含むガスを用いて
イオン照射を行うこともできる。
【００８２】
　ここでは、脆化領域１１１の形成にイオンドーピング装置を用い、イオン１２０のソー
スガスにＨ２ガスを用いる。例えば、加速電圧５０ｋＶ、ドーズ量２．７×１０１６ｉｏ
ｎｓ／ｃｍ２の条件で、酸化シリコン層１１０を介して水素イオンをシリコンウエハ１０
０に照射する。
【００８３】
　次に、図２Ｄに示すように、ベース基板とシリコンウエハ１００を貼り合わせる。ここ
では、ベース基板としてガラス基板２００を用いる。ガラス基板２００の代わりに、シリ
コンウエハ１００と同じ、単結晶シリコンウエハを用いてもよい。また、ガラス基板２０
０にＰＥＣＶＤ法などにより、図１のステップＳ５で述べたように、絶縁層を形成しても
よい。
【００８４】
　貼り合わせる前に、シリコンウエハ１００およびガラス基板２００に洗浄処理を行い、
貼り合わせ面を清浄にする。ガラス基板２００の表面と酸化シリコン層１１０の表面とを
接触させた状態で、シリコンウエハ１００およびガラス基板２００を押圧することで、ガ
ラス基板２００と酸化シリコン層１１０が接合し、ガラス基板２００とシリコンウエハ１
００が貼り合わされる。そして、ガラス基板２００およびシリコンウエハ１００を熱処理
して、貼り合わせの強度を高める。この熱処理温度は、脆化領域１１１で分離が進行しな
い温度とする必要があり、２００℃以上３００℃以下とすればよい。
【００８５】
　次に、図２Ｅに示すように、シリコンウエハ１００を脆化領域１１１で分割し、シリコ
ンウエハ１００から単結晶シリコン層１１３を形成する。ここでは、加熱炉において、ガ
ラス基板２００に固定されたシリコンウエハ１００の熱処理を行う。熱処理の温度は４０
０℃以上が好ましく、ガラス基板２００（ベース基板）の耐熱温度などによって制限され
る。この熱処理には、加熱炉やＲＴＡ装置を用いることができる。熱処理を行うことで、
脆化領域１１１に亀裂が生じ、シリコンウエハ１０１と、単結晶シリコン層１１３、酸化
シリコン層１１０およびガラス基板２００でなるＳＯＩ基板とに分離される。シリコンウ
エハ１０１は、再生処理前のウエハである。
【００８６】
　ここでは、加熱炉において、ガラス基板２００と酸化シリコン層１１０間の接合強度を
高める処理と、シリコンウエハ１００の分割処理を一連の熱処理で行う。具体的には、ガ
ラス基板２００に固定されたシリコンウエハ１００を、加熱炉において、まず２００℃で
２時間加熱し、次いで、温度を６００℃に上昇し２時間加熱する。
【００８７】
　次に、図２Ｆに示すように、ＳＯＩ基板の単結晶シリコン層１１３を平坦化し、単結晶
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シリコン層１１４を形成する。ここでは、ＳＯＩ基板のベース基板が耐熱性の低いガラス
基板２００であるので、熱処理による平坦化が困難なため、平坦化処理として、単結晶シ
リコン層１１３にレーザ光を照射する。なお、このレーザ光照射処理を行う前に、必要に
応じて、単結晶シリコン層１１３をエッチングする処理を行ってもよい。このエッチング
処理で単結晶シリコン層１１３表面に残存している脆化領域１１１を除去することができ
る。
【００８８】
　レーザ光照射処理に用いるレーザには、例えば、ＸｅＣｌレーザ、ＫｒＦレーザ等のエ
キシマレーザ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ等の気体レーザがある。また、固体レーザも用い
ることができ、例えば、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３レー
ザ、ＧｄＶＯ４レーザ、ＫＧＷレーザ、ＫＹＷレーザ、Ｙ２Ｏ３レーザ等がある。レーザ
光としては、これらレーザ発振器の基本波、高調波（第２高調波、第３高調波、第４高調
波等）を用いることができる。なお、これらの固体レーザには、同じレーザ媒質を用いて
も、発振の仕方が連続発振、または疑似連続となる発振器もある。
【００８９】
　レーザ光を照射すると、単結晶シリコン層１１３がレーザ光を吸収し、溶融する。溶融
した領域はレーザ光のエネルギーが供給されなくなると急激に温度が下がり、固化する。
そのため、平坦性が向上された単結晶シリコン層１１４を形成することができる。また溶
融によって、単結晶シリコン層１１３の結晶を再配列させることができるため、単結晶シ
リコン層１１３中のダングリングボンドなどを減少させることができる。よって、レーザ
光照射処理によって、平坦性および結晶性が向上された単結晶シリコン層１１４が形成さ
れる。
【００９０】
　しかしながら、単結晶シリコン層１１３中に存在するＢＭＤは、レーザ光の照射処理で
ほとんど消滅しない。そのため、耐熱温度が１１００℃以下のベース基板を用いた場合、
ＳＯＩ基板の作製前に半導体ウエハに高温の熱処理を行うことは、ＳＯＩ基板の品質向上
に非常に有効である。それはベース基板の耐熱温度が１１００℃以下であると、ベース基
板上の半導体層からＢＭＤを効果的に消滅できる温度での熱処理を行うことができず、ま
た、この熱処理に代わる適切な手段がないからである。そのために、低耐熱性のベース基
板を用いる場合には、酸素析出物ができるだけ少ない状態で半導体層をベース基板に形成
することが要求される。したがって、酸素濃度が低減されたＤＺから半導体層を形成する
ことは、低耐熱性のベース基板でなるＳＯＩ基板の品質の向上に非常に有効である。よっ
て、本実施の形態により、ガラス基板のように耐熱温度が７００℃以下のベース基板を用
いても、品質の良いＳＯＩ基板を作製することが可能になる。
【００９１】
　また、図２ＦのＳＯＩ基板の単結晶シリコン層１１４を薄くする薄膜化工程を行っても
よい。ここでは、ベース基板にガラス基板２００が用いられているため、薄膜化処理には
、ドライエッチング処理および／またはウエットエッチング処理を適用すればよい。ベー
ス基板に半導体ウエハが用いられている場合は、熱酸化処理とエッチング処理を組み合わ
せた公知の薄膜化処理を行えばよい。
【００９２】
　以下、図２Ｅの工程で、単結晶シリコン層１１３が分離されたシリコンウエハ１０１の
再生処理について説明する。再生処理には、平坦化処理（図２Ｇ）、および非酸化性雰囲
気下での１１００℃以上の温度での熱処理（図２Ｈ）がある。図１のフローチャートで示
したように、図２Ｇの平坦化処理は、ボンド基板を再処理する度に行われる。図２Ｇには
、平坦化処理により再生された再生シリコンウエハ１０２が示されている。この再生シリ
コンウエハ１０２は、図２Ｂのボンド基板（シリコンウエハ１００）として再利用される
。
【００９３】
　また、図２Ｈの熱処理は間欠的に行われ、ＳＯＩ基板の作製工程（図２Ｂ－図２Ｅ）を
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複数回行った後の再生処理として、図２Ｇの平坦化処理の後に、再生シリコンウエハ１０
２に行われる。熱処理後の再生シリコンウエハ１０３が、図２Ｂのボンド基板（シリコン
ウエハ１００）として再利用される。
【００９４】
　図２Ｇの平坦化処理によって再生シリコンウエハ１０２を作製するには、例えば、次の
ように行うことができる。まずバッファードフッ酸によるウエットエッチングで、シリコ
ンウエハ１０１に残存している酸化シリコン層１１０を除去する。そして、単結晶シリコ
ン層１１３の分離面をＣＭＰ装置で研磨する。また、ＣＭＰ装置で研磨する前に、ダッシ
ュ液、サト液、またはフッ酸と過酸化水素の混合液などによるエッチング処理を行っても
よい。このエッチング処理により、シリコンウエハ１０１の周辺部の突出部（ガラス基板
２００に貼り合わせられなかった部分）を除去することができるため、ＣＭＰ装置での研
磨量を少なくすることができる。
【００９５】
　また、図２Ｈの熱処理によって再生シリコンウエハ１０３を作製するには、例えば、図
２Ａの熱処理と同様、加熱炉を用いて、１００％アルゴン雰囲気下でシリコンウエハ１０
１を１２００℃で１時間以上加熱する。
【００９６】
　＜作製方法　例２＞
　図３Ａ－図３Ｅを用いて、ＳＯＩ基板の作製方法の他の一例を説明する。この作製例で
は、絶縁層、および脆化領域の形成工程について、図２Ｂ、図２Ｃと異なる工程を説明す
る。他の工程については、作製例１と同様に行うことができる。
【００９７】
　まず、図３Ａに示すように、高温の熱処理を行ったシリコンウエハ１００を作製する。
次いで、シリコンウエハ１００を洗浄し、絶縁層を形成する。ここでは、図３Ｂに示すよ
うに、ＰＥＣＶＤ装置により、酸化窒化シリコン層１４１および窒化酸化シリコン層１４
２を連続的に形成する。そのため、ＳｉＨ４およびＮ２ＯをＰＥＣＶＤ装置のチャンバー
に供給し、このプロセスガスのプラズマを生成し、酸化窒化シリコン層１４１をシリコン
ウエハ１００表面に形成する。次に、チャンバーに導入するガスをＳｉＨ４、Ｎ２Ｏ、Ｎ
Ｈ３、およびＨ２に変更する。これらの混合ガスのプラズマを生成して、酸化窒化シリコ
ン層１４１上に窒化酸化シリコン層１４２を形成する。酸化窒化シリコン層１４１および
窒化酸化シリコン層１４２の成膜温度は３００℃とすることができる。
【００９８】
　なお、酸化窒化シリコン層１４１の代わりに、ＰＥＣＶＤ装置で有機シランを原料に酸
化シリコン層を形成してもよい。また、窒化酸化シリコン層１４２の代わりに、ＰＥＣＶ
Ｄ装置で、ＳｉＨ４、Ｎ２、ＮＨ３およびＨ２のガスから窒化シリコン層を形成してもよ
い。
【００９９】
　次に、図３Ｃに示すように、イオン１２０を照射してシリコンウエハ１００中に脆化領
域１１１を形成する。この工程は、図２Ｃの工程と同様に行えばよい。
【０１００】
　脆化領域１１１を形成した後、図３Ｄに示すように、窒化酸化シリコン層１４２の上面
に酸化シリコン層１４３を形成する。ここでは、ＰＥＣＶＤ装置で、成膜温度３００℃で
ＴＥＯＳとＯ２から酸化シリコン層１４３を形成する。なお、各絶縁層（１４１－１４３
）の厚さは、５０ｎｍ－２００ｎｍとすることができる。
【０１０１】
　以降の工程は、図２Ｄ－図２Ｆと同様に行うことで、平坦化された単結晶シリコン層１
１４、３層構造の絶縁層（１４１－１４３）、およびガラス基板２００を有するＳＯＩ基
板を作製することができる。
【０１０２】
　この作製例では、半導体ウエハへの絶縁層の形成を、熱酸化処理ではなく、ＰＥＣＶＤ
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装置で３００℃を越えないプロセス温度で行っているので、作製例１よりも半導体ウエハ
に対しての高温の熱処理回数を減らすことができる。
【実施例】
【０１０３】
　以下、ＳＯＩ基板作製工程前に熱処理を行うことの有用性について説明する。以下の実
施例では、半導体ウエハに単結晶シリコンウエハを利用し、ＳＯＩ基板の作製方法には、
図２Ａ－２Ｈに記載の方法を適用した。
【実施例１】
【０１０４】
　本実施例では、新品のＣＺ単結晶シリコンウエハ（以下、ＣＺウエハと呼ぶ）を用いて
ＳＯＩ基板を作製し、ＳＯＩ基板作製のいくつかの過程でＣＺウエハ中の結晶欠陥の観察
を行った。
【０１０５】
＜実験方法＞
（ａ１）ＣＺウエハの準備
　新品のＣＺウエハ（株式会社ＳＵＭＣＯ製　５インチ平方、ｐ型、面方位（１００））
を用いた。１枚のＣＺウエハを４分割し、約２インチ平方の４枚のＣＺウエハを作製した
。これら４枚のＣＺウエハを以下、ウエハＡ１－Ａ４と呼ぶ。
（ａ２）非酸化性雰囲気下での熱処理
　全てのウエハＡ１－Ａ４を同時に、加熱炉において１００％Ａｒガス雰囲気で１２００
℃、８時間の熱処理を行った。ウエハＡ１には以降の工程を行わない。
（ａ３）熱酸化処理（絶縁層形成）
　３枚のウエハＡ２－Ａ４に対して同時にＨＣｌ熱酸化処理を行い、熱酸化物層を形成し
た。ＨＣｌを３体積％含むＯ２ガス雰囲気で、９５０℃で３．５時間熱処理をして、熱酸
化物層を１００ｎｍ程度形成した。ウエハＡ２にはこれ以降の工程を行わない。
（ａ４）水素ドーピング（脆化領域形成）
　イオンドーピング装置でウエハＡ３、Ａ４に水素イオンを照射し、脆化領域を形成した
。１００％Ｈ２ガスを励起し、加速電圧４０ｋＶ、ドーズ量２．６×１０１６ｉｏｎｓ／
ｃｍ２の条件で、水素イオンをウエハＡ３、Ａ４に照射した。ウエハＡ３にはこれ以降の
工程を行わない。
（ａ５）熱処理
　次に、ＬＰＣＶＤ装置のチャンバーでウエハＡ４を熱処理した。この熱処理は、チャン
バーを減圧下とし、２００℃で２時間加熱し、６００℃で２時間加熱することで行った。
この熱処理は、図２Ｅの半導体ウエハの分割処理に対応する熱処理であるが、本実施例で
は、ウエハＡ４をベース基板に貼り付けていないため、この熱処理でウエハＡ４には脆化
領域で分割しなかった。
【０１０６】
　そして、ウエハＡ１－Ａ４、およびこれらと同じＳＵＭＣＯ製の新品ＣＺウエハ（以下
、ウエハＡ０と呼ぶ）の深さ方向の結晶欠陥を評価した。この評価に赤外レーザ散乱トモ
グラフィ装置（ＩＲ－ＬＳＴ：ＩＲ－Ｌａｓｅｒ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｔｏｍｏｇｒ
ａｐｈｙ）を用い、各ウエハＡ０－Ａ４を劈開しその劈開面を撮影した。図４に、ＩＲ－
ＬＳＴ装置による観察像（以下、ＩＲ－ＬＳＴ像と呼ぶ。）を示す。観察倍率は５００倍
、１００倍である。ＩＲ－ＬＳＴは、半導体ウエハ中のＢＭＤ分布を評価できる方法とし
て知られている。結晶欠陥は光散乱体であるため、ＩＲ－ＬＳＴ像では輝点（明るい画像
）となり、結晶欠陥が無い領域は、暗い像（黒い像）となる。
【０１０７】
　図４に示すように、ウエハＡ１とウエハＡ０とを比較すると、新品ウエハに対する高温
の熱処理によって、ウエハＡ１内部にはＢＭＤが形成されていることが確認できる。他方
、ウエハＡ１の表面近傍には、ＢＭＤが存在せず、無欠陥層（ＤＺ、Ｄｅｎｕｄｅｄ　Ｚ
ｏｎｅ）となっていることが確認できる。



(16) JP 5719611 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

【０１０８】
　上述したように、本明細書では、ＤＺとは完全な無欠陥層のことではなく、ＢＭＤが存
在しない領域の意味で使用されている。具体的には、図４に示すような観察倍率５００倍
のＩＲ－ＬＳＴ像において輝点が確認されない領域をＤＺとすることができる。実施例１
－３では、このような領域をＤＺとしている。
【０１０９】
　図４の各ウエハＡ１－Ａ４のＩＲ－ＬＳＴ像を比較すると、ＳＯＩ基板の作製工程では
ＤＺの厚さ（幅、深さとも呼ぶ）は大きな変化がなく、工程ａ２の高温熱処理で形成され
たＤＺが、１回目のＳＯＩ作製過程で消滅しないことが確認できる。したがって、ウエハ
Ａ４を再利用する場合、再生処理として、酸素外方拡散をさせるための高温の熱処理を必
ず行う必要がない。
【実施例２】
【０１１０】
　実施例１と同様に、本実施例では、ＳＯＩ作製工程前の高温の熱処理の有用性について
説明する。さらに、半導体ウエハの酸素濃度の影響についても説明する。本実施例では、
ＣＺウエハよりも、酸素濃度が低いＭＣＺ単結晶シリコンウエハ（以下、ＭＣＺウエハと
呼ぶ。）が用いられる。インゴットの作製時、ＣＺ法ではシリコン融液と接触する石英ル
ツボ表面が溶融しているため、酸素が育成中のインゴットの中に取り込まれてしまう。Ｍ
ＣＺ法では、融液に磁場を印加して融液の対流を制御し、インゴットに取り込まれる酸素
を少なくしている。
【０１１１】
＜実験方法＞
（ｂ１）ＭＣＺウエハの準備
　新品のＭＣＺウエハ（株式会社ＳＵＭＣＯ製　５インチ平方、ｐ型、面方位（１００）
）を用いた。
（ｂ２）非酸化性雰囲気下での熱処理
　実施例１と同じ条件で、加熱炉において１００％Ａｒガス雰囲気で１２００℃、８時間
の熱処理を行った。
（ｂ３）熱酸化処理（絶縁層形成）
　実施例１と同じ条件で、ＨＣｌ熱酸化処理を行った。ＨＣｌを３体積％含むＯ２ガス雰
囲気で、９５０℃で３．５時間熱処理をして、熱酸化物層を１００ｎｍ程度形成した。
（ｂ４）水素ドーピング（脆化領域形成）
　イオンドーピング装置で、水素イオンをＭＣＺウエハに照射し、脆化領域を形成した。
１００％Ｈ２ガスを励起し、加速電圧５０ｋＶ、ドーズ量２．５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃ
ｍ２の条件で、水素イオンをＭＣＺウエハに照射した。
（ｂ５）熱処理（ウエハ分割）
　ＭＣＺウエハをガラス基板に貼り付けた後、ＬＰＣＶＤ装置で実施例１と同じ条件で、
ＭＣＺウエハを分割し、ＳＯＩ基板を作製した。熱処理として、２時間２００℃での加熱
と、２時間６００℃での加熱を行った。
（ｂ６）レーザ照射処理（単結晶シリコン層の平坦化）
　工程ｂ５で作製されたＳＯＩ基板の単結晶シリコン層を平坦化するため、単結晶シリコ
ン層にレーザ光を照射した。レーザには、ＸｅＣｌエキシマレーザを用いた。レーザ光は
、波長３０８ｎｍ、パルス幅２５ｎ秒、繰り返し周波数３０Ｈｚであった。また、レーザ
光が照射される領域に１００％Ｎ２ガスを吹き付けながら、線状のレーザ光を走査して単
結晶シリコン層に照射した。
（ｂ７）研磨処理（ウエハ再生）
　工程ｂ５で分割されたＭＣＺウエハを再利用するため、まず、バッファードフッ酸によ
るウエットエッチングで熱酸化物層を除去し、さらに、ダッシュ液でＭＣＺウエハを処理
した。そして、単結晶シリコン層が分離された面側をＣＭＰ装置で研磨した。
（ｂ８）ウエハ再利用
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　そして、研磨処理とＳＯＩ基板作製工程を繰り返して、１枚のＭＣＺウエハから複数枚
のＳＯＩ基板を作製した。本実施例では、３枚のＭＣＺウエハを用意し、それぞれ４回の
ＳＯＩ基板工程を行った。本工程で作製された１２枚のＳＯＩ基板をＳＯＩ基板Ｂと呼ぶ
ことにする。
【０１１２】
＜比較実験＞
　比較例として、工程ｂ２の高温の熱処理を行わずに、ＭＣＺウエハからＳＯＩ基板を作
製した。その他の工程は、上記のＳＯＩ基板Ｂと同じ条件で行った。比較実験では、２枚
のＭＣＺウエハを用意し、それぞれ４枚のＳＯＩ基板を作製した。比較例のＳＯＩ基板を
ＳＯＩ基板Ｘと呼ぶことにする。
【０１１３】
＜評価方法１＞
　ＳＯＩ基板ＢおよびＳＯＩ基板Ｘの単結晶シリコン層（以下、シリコン層と呼ぶ）の表
面を光学顕微鏡で観察し、シリコン層の結晶性を評価した。それは、シリコン層の結晶性
を評価することで、ＭＣＺウエハが再利用可能な回数を知ることができるからである。具
体的には、光学顕微鏡において倍率２００倍の暗視野モードで、シリコン層表面を観察し
、観察者の目視によって輝点を計数した。発明者らの経験上、倍率２００倍では、輝点の
大きさが０．５μｍ程度であれば人の目で確認することが可能である。輝点は、結晶欠陥
、ゴミなどによる散乱物である。走査透過電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）によるシリコン層の断
面観察により、酸素析出物および転位（結晶欠陥）が光学顕微鏡で輝点として観察される
ことを確認している。そのため、輝点の数からＭＣＺウエハの品質を判断することができ
る。
【０１１４】
　図５Ａに輝点を計数した領域を示す。図５ＡはＳＯＩ基板３００の上面図であり、ＳＯ
Ｉ基板３００において、ｘ軸方向の長さＬｘ＝１．２５ｍｍ、ｙ軸方向の長さＬｙ＝１０
７ｍｍのライン状の３つ領域３０１－３０３中の輝点を計数した。ＳＯＩ基板３００の中
心の座標を（ｘ，ｙ）＝（０ｍｍ，０ｍｍ）とした場合、領域３０１の中心のｘ座標は０
ｍｍであり、領域３０２の中心のｘ座標は－３１．７５ｍｍであり、領域３０３の中心の
ｘ座標は５３．１ｍｍである。
【０１１５】
　図５Ｂ、図５Ｃに輝点の計数結果を示す。図５ＢはＳＯＩ基板Ｂのデータであり、図５
ＣはＳＯＩ基板Ｘのデータである。図５Ｂ、図５Ｃ共に、横軸はＳＯＩ基板の作製工程の
回数であり、新品のＭＣＺウエハの利用回数に相当する。また、縦軸は暗視野像における
輝点の数であるが、輝点の数は、図５Ａの３つの領域３０１－３０３中の輝点の数を、１
０７ｍｍ２当たりの輝点の数に換算した値である。つまり、縦軸は１枚のＳＯＩ基板に存
在する輝点の数に相当する。
【０１１６】
　図５Ｂ、図５Ｃのグラフから、ＳＯＩ基板を作製する前にＭＣＺウエハに非酸化性雰囲
気下での１１００℃以上の熱処理を行うことで、ＭＣＺウエハの利用回数が増えても輝点
の増加が抑えられていることが分かる。
【０１１７】
　本発明者らの経験では、５インチ平方のシリコンウエハをボンド基板に用い、ガラス基
板をベース基板に用いた場合、１枚のＳＯＩ基板当たりの輝点数が１×１０４個以下であ
ることが好ましい。ＳＯＩ基板で電界効果型トランジスタを作製したとき、輝点の数が１
×１０４個を越えていると、リーク電流が発生しやすいことが分かっている。
【０１１８】
　よって、図５Ｂ、図５Ｃのグラフは、ＣＺウエハと比較して低酸素濃度であるとされる
ＭＣＺウエハでも、ＳＯＩ基板の作製に利用する前に１１００℃以上の熱処理を行うこと
は有効であることを示している。
【０１１９】
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＜評価方法２＞
　さらに、実施例１と同様に、工程ｂ１で用意した新品のＣＺウエハ（ウエハＣ０）、お
よび工程ｂ２の熱処理を行ったＭＣＺウエハ（ウエハＣ１）を劈開し、ＩＲ－ＬＳＴ像を
観察した。図６にウエハＣ０およびウエハＣ１のＩＲ－ＬＳＴ像を示す。さらに、ＳＯＩ
基板作製工程と研磨処理が２回行われたＭＣＺウエハ（これをウエハＣ８とよぶ）の断面
のＩＲ－ＬＳＴ像も図６に示す。なお、ウエハＣ８については、実施例１の工程ａ５と同
様、ベース基板への貼り付けは行わず、工程ｂ５と同じ条件で熱処理のみ行っている。
【０１２０】
　図４のウエハＡ１（ＣＺウエハ）と図６のウエハＣ１（ＭＣＺウエハ）を比較すると、
ウエハＣ１の方が輝点（ＢＭＤ）の数が少ないことが確認できる。また、観察倍率５００
倍のＩＲ－ＬＳＴ像から求めたＤＺの厚さは、図４のＳＯＩ基板の作製に１回用いられた
ＣＺウエハ（ウエハＡ４）は４０μｍ程度であり、図６のウエハＣ８は８０μｍ程度であ
り、ＭＣＺウエハのほうがＤＺが厚い。
【０１２１】
　ＣＺウエハとＭＣＺウエハのＤＺの厚さの違いは主に酸素濃度による。ウエハＣ０の方
がウエハＡ０よりも酸素濃度が低いため、同じ条件による高温熱処理でも、ＢＭＤの発生
が少なくなるからである。フーリエ変換赤外分光光度計で測定された酸素濃度は、ウエハ
Ａ０（ＣＺウエハ）は１．３×１０１８－１．８×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、
ウエハＣ０（ＭＣＺウエハ）は０．８×１０１８－１．４×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

であった。
【０１２２】
　実施例１、２から、半導体ウエハの酸素濃度が低いほど、ＤＺが厚くなることが分かっ
た。ＤＺが厚いほど、高温熱処理の再生処理を行わずに半導体ウエハを再利用できる回数
を多くできるため好ましい。また、初期の酸素濃度が２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３を
越える単結晶シリコンウエハを用いた場合、高温の熱処理をせずに２回目のＳＯＩ基板の
作製に利用した場合、ＳＯＩ基板が不良となる確率が大きくなる。したがって、半導体ウ
エハの初期の酸素濃度は、２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にして、ＳＯＩ基板の歩
留まりの低下を抑制することが好ましい。
【０１２３】
　よって、半導体ウエハの初期の酸素濃度は低くすることが好ましく、１．８×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下が好ましく、１．４×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下がより好
ましい。なお、酸素濃度が１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下と高純度な半導体ウエハ
として、ＦＺ単結晶シリコンウエハが知られているが、高純度な故に破損しやすい。半導
体ウエハを２０回以上利用するには、初期の酸素濃度が１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以上であることが望ましい。
【実施例３】
【０１２４】
　本実施例では、ＳＯＩ作製工程前の高温熱処理の処理時間について説明する。
【０１２５】
＜実験方法＞
（ｄ１）ＣＺウエハの準備
　実施例１と同じ新品のＣＺウエハを用いた。
（ｄ２）非酸化性雰囲気下での熱処理
　加熱炉において１００％Ａｒガス雰囲気で１２００℃での熱処理を行った。また、本実
施例では、加熱時間に２時間、８時間、１６時間の３つの条件を設定した。
（ｄ３）熱酸化処理（絶縁層形成）
　実施例１と同じ条件で、ＨＣｌを３体積％含むＯ２ガス雰囲気で、９５０℃で３．５時
間熱処理をして、熱酸化物層を１００ｎｍ程度形成した。
（ｄ４）水素ドーピング（脆化領域形成）
　イオンドーピング装置で、１００％Ｈ２ガスを励起し、加速電圧５０ｋＶ、ドーズ量２
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．５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２の条件で、水素イオンをＣＺウエハに照射した。
（ｄ５）熱処理（ウエハ分割）
　ＣＺウエハとガラス基板を貼り合わせた後、ＬＰＣＶＤ装置で実施例２と同じ条件で、
ＣＺウエハを分割し、ＳＯＩ基板を作製した。熱処理としては、２時間２００℃での加熱
と、２時間６００℃での加熱を行った。
（ｄ６）レーザ照射処理（単結晶シリコン層の平坦化）
　工程ｄ５で作製されたＳＯＩ基板の単結晶シリコン層を平坦化するため、単結晶シリコ
ン層にレーザ光を照射した。レーザには、ＸｅＣｌエキシマレーザを用いた。レーザ光は
、波長３０８ｎｍ、パルス幅２５ｎｓｅｃ、繰り返し周波数３０Ｈｚであった。また、レ
ーザ光が照射される領域に１００％Ｎ２ガスを吹き付けながら、線状のレーザ光を走査し
単結晶シリコン層に照射した。
（ｄ７）研磨処理（ウエハ再生）
　実施例２と同様に研磨処理を行った。バッファードフッ酸によるウエットエッチングで
熱酸化物層を除去し、しかる後、単結晶シリコン層が分離された面側をＣＭＰ装置で研磨
した。
（ｄ８）ウエハ再利用
　そして、実施例２と同様に、研磨処理とＳＯＩ基板作製工程を繰り返して、１枚のＣＺ
ウエハから複数のＳＯＩ基板を作製した。ここでは、工程ｄ２の熱処理時間が２時間の２
枚のウエハから、それぞれ、６枚のＳＯＩ基板を作製した。また工程ｄ２の熱処理時間が
８時間の３枚のＣＺウエハからそれぞれ６枚のＳＯＩ基板を作製し、工程ｄ２の熱処理時
間が１６時間の３枚のＣＺウエハからは、１３枚のＳＯＩ基板を作製した。
【０１２６】
＜評価方法１＞
　本実施例も実施例２と同じ方法で、光学顕微鏡（倍率２００倍、暗視野モード）でＳＯ
Ｉ基板のシリコン層表面を観察して、図５Ａの領域３０１－３０３での輝点の数を計数し
た。そして、領域３０１－３０３中の輝点の数を実施例２と同じ方法で、１０７ｍｍ２当
たり（ＳＯＩ基板１枚当たり）の輝点の数に換算した。その結果を図７Ａ、図７Ｂおよび
図７Ｃに示す。図７Ａは、工程ｄ２の熱処理時間が２時間のデータであり、図７Ｂは８時
間のデータであり、図７Ｃは１６時間のデータである。なお、図７Ａにおいて工程回数が
４回の時は輝点の数を計数していない。
【０１２７】
　実施例２で述べた理由から、本実施例の条件下では１枚のＳＯＩ基板中の輝点の数が１
×１０４個を越えた場合、ＳＯＩ基板に不良が発生したとみなす。よって、図７Ａのデー
タから、２時間の高温熱処理によって、高温熱処理を行わずにウエハを５回利用できるこ
とが分かる。また、図７Ａ－図７Ｃのデータから、熱処理時間が長くなるほど、高温熱処
理を行わずにウエハを再利用できる回数を増やすことができることが分かる。
【０１２８】
　また、発明者らの実験において、再生処理として行う非酸化性雰囲気下での熱処理によ
って、上記実施例１－３で説明したＳＯＩ基板作製前の熱処理と同様の効果が得られてい
る。よって、熱処理時間を長くすることで、次のウエハ再生のための高温熱処理を行わず
に、ウエハを再利用できる回数を多くすることができる。再生処理のための熱処理時間は
１時間以上とすることができ、１時間以上２４時間とすればよい。また、熱処理によるＤ
Ｚ形成の効果と生産性を考慮すると、熱処理時間は６時間以上２０時間以下が好ましい。
【実施例４】
【０１２９】
　本実施例では、ＳＯＩ作製工程前の高温熱処理の効果について説明する。本実施例では
、新品のＣＺウエハを繰り返し用いて実施例２と同様にＳＯＩ基板を作製した。本実施例
では、新品のＣＺウエハに対する高温の熱処理は、加熱炉において、Ｎ２ガスに３体積％
のＯ２ガスを混合した雰囲気下で、１２００℃、２時間行った。
【０１３０】
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　そして、実施例２と同様な方法でＳＯＩ基板のシリコン層を評価した。光学顕微鏡（倍
率２００倍、暗視野モード）でＳＯＩ基板のシリコン層表面を観察して、図５Ａの領域３
０１－３０３での輝点の数を計数した。そして、領域３０１－３０３中の輝点の数を実施
例２と同じ方法で、１０７ｍｍ２当たり（ＳＯＩ基板１枚当たり）の輝点の数に換算した
。その結果を図９に示す。
【０１３１】
　図９の横軸はＳＯＩ基板の作製回数であり、新品のＣＺウエハの使用回数に相当する。
縦軸は１０７ｍｍ２当たり（ＳＯＩ基板１枚当たり）の輝点の数である。図９には４枚の
ＳＯＩ基板のデータが記載されている。ただし、作製回数が１回目のデータは記載されて
いない。
【０１３２】
　図９と実施例２の図５Ｂとを対比すると、窒素ガスに酸素ガスを添加した雰囲気下での
熱処理も、Ａｒガス１００％のような非酸化性雰囲気と再生処理のための熱処理と同様な
効果を得ることができることが確認された。
【実施例５】
【０１３３】
　本実施例では、ＳＯＩ作製工程前の高温熱処理の効果について説明する。本実施例では
、新品のＭＣＺウエハを繰り返し用いて実施例２と同様にＳＯＩ基板を作製した。本実施
例では、新品のＭＣＺウエハに対する高温の熱処理は、加熱炉において、雰囲気１００％
Ａｒガス、温度１２００℃、処理時間１６時間の条件で行った。
【０１３４】
　そして、実施例２と同様な方法でＳＯＩ基板のシリコン層を評価した。光学顕微鏡（倍
率２００倍、暗視野モード）でＳＯＩ基板のシリコン層表面を観察して、図５Ａの領域３
０１－３０３での輝点の数を計数した。そして、領域３０１－３０３中の輝点の数を実施
例２と同じ方法で、１０７ｍｍ２当たり（ＳＯＩ基板１枚当たり）の輝点の数に換算した
。その結果を図１０に示す。
【０１３５】
　図１０の横軸はＳＯＩ基板の作製回数であり、新品のＭＣＺウエハの使用回数に相当す
る。縦軸は１０７ｍｍ２当たり（ＳＯＩ基板１枚当たり）の輝点の数である。図１０には
５枚のＳＯＩ基板のデータが記載されている。ただし、１１回目は４枚のＳＯＩ基板のみ
記載されている。
【０１３６】
　図１０は、再生処理のための熱処理を行わずに１枚のＭＣＺウエハを１１回使用して、
ＳＯＩ基板を作製しても、輝点の数はＳＯＩ基板１枚当たり１×１０４個未満であったこ
とを示している。図１０は、ＳＯＩ基板の作製に使用する前に半導体ウエハに高温の熱処
理をすることにより、再生処理のたびに熱処理を行う必要がないことを示している。
【実施例６】
【０１３７】
　ここでは、図８のＳＯＩ基板作製の実施例について説明する。本実施例のＳＯＩ基板の
作製工程は実施例１と同様であり、半導体ウエハにＣＺウエハを用いた。また、半導体ウ
エハの結晶欠陥の測定として、半導体ウエハのライフタイムを測定した。図１１はＳＯＩ
基板の作製回数に対するＣＺウエハのライフタイムの測定結果を示すグラフである。
【０１３８】
　図１１に示すように、本実施例では、１００％アルゴンガス雰囲気下で１２００℃の熱
処理を次のタイミングで行っている。
　　・新品のＣＺウエハに対して、２時間の熱処理
　　・ＣＺウエハを４回使用した後に、８時間の熱処理
　　・ＣＺウエハを１０回使用した後に、１６時間の熱処理
【０１３９】
　図１１には、３枚のＣＺウエハのライフタイムの測定結果が示されている。ただし、作
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製回数が１、２および１１回目のデータは示されていない。測定装置には、μ－ＰＣＤ法
でライフタイムを測定する装置（株式会社コベルコ科研製　ＬＴＡ－１８００ＳＰ）を用
いた。また、ＣＺウエハの表面の酸化物を除去するためにフッ酸で処理してから測定を行
った。測定箇所は５インチ平方のＣＺウエハに対して５２９箇所であった。
【０１４０】
　図１１からは、再生処理の熱処理を実施した後では、ＣＺウエハのライフタイムが増加
していることが分かる。本実施例でも、実施例２と同様にＳＯＩ基板のシリコン層を光学
顕微鏡で観察した。作製回数が３、４、９および１０回目のＳＯＩ基板のシリコン層を光
学顕微鏡で観察した場合、多数の輝点が観察され、ライフタイムと光学顕微鏡で観察され
る輝点の数に相関があることが確認された。
【０１４１】
　このことから、半導体ウエハのライフタイムを測定し、その結果が基準値以下（あるい
は未満）であれば、半導体ウエハに再生処理として熱処理を行えばよい。本発明者らの経
験では、５インチ平方のシリコンウエハをボンド基板に用い、ガラス基板をベース基板に
用いた場合、ボンド基板となるシリコンウエハのライフタイムが３μ秒以上であることが
好ましい。発明者らの経験では、ライフタイムが３μ秒未満のシリコンウエハでは、品質
の良いＳＯＩ基板を作製することが困難であった。なお、３μ秒という基準は、上記のラ
イフタイム測定装置（ＬＴＡ－１８００ＳＰ）で１枚のシリコンウエハにおいてライフタ
イムの測定箇所が１インチ平方（または、１．５インチ平方）で１乃至２箇所の場合であ
る。ライフタイムの基準値は実施者が適宜設定することが可能である。
【０１４２】
　また、同じ条件でＳＯＩ基板を作製しても、ウエハごとにライフタイムが１μ秒以上異
なる場合があることが分かる（例えば、図１１の５回目、６回目のデータ参照）。そのた
め、半導体ウエハごとに結晶欠陥を評価して、再生処理の熱処理を実施すべきかを判断す
ることは、再生処理された半導体ウエハが使用されたＳＯＩ基板の品質維持、歩留まり維
持に非常に有効である。
【実施例７】
【０１４３】
　本実施例では、ＳＯＩ基板の作製に用いられた半導体ウエハの結晶欠陥の測定結果を示
す。本実施例も実施例６と同様に半導体ウエハのライフタイムを測定した。
【０１４４】
　本実施例では、半導体ウエハにＭＣＺウエハを用いた。新品のＭＣＺウエハに対する最
初の熱処理として、Ａｒガス１００％雰囲気下で１２００℃、１６時間の熱処理を行った
。図１２はＳＯＩ基板の作製回数に対する３枚のＭＣＺウエハのライフタイムの測定結果
を示すグラフである。
【０１４５】
　図１２からは、ＣＺウエハと比較して低酸素であるとされるＭＣＺウエハでも、同じ条
件でＳＯＩ基板を作製しても、ＭＣＺウエハごとにライフタイムが２μ秒以上異なる場合
があることが分かる。よって、本実施例からも半導体ウエハごとに結晶欠陥を評価して、
再生処理の熱処理を実施するかどうかを判断することは、再生処理された半導体ウエハが
使用されたＳＯＩ基板の品質維持、歩留まり維持に非常に有効であることが確認された。
【符号の説明】
【０１４６】
１００　シリコンウエハ
１０１　シリコンウエハ
１０２　再生シリコンウエハ
１０３　再生シリコンウエハ
１１０　酸化シリコン層
１１１　脆化領域
１１３　単結晶シリコン層
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１１４　単結晶シリコン層
１２０　イオン
１４１　酸化窒化シリコン層
１４２　窒化酸化シリコン層
１４３　酸化シリコン層
２００　ガラス基板
３００　ＳＯＩ基板
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